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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人日本文書情報マネジメント協

会（JIIMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定すべ

きとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格          JIS 
 Z 6020：2023 
 (ISO 19475：2021) 

文書管理－文書保存のための要求事項 
Document management- 

Minimum requirements for the storage of documents 
 

序文 

この規格は，2021 年に第 1 版として発行された ISO 19475 を基に，技術的内容を変更することなく作成

した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項及び附属書 JA～附属書 JD は，対応国際規格にはな

い事項である。 

事業運営全般は，文書の受領，受領内容に従った作業プロセス群の実行，各プロセスの結果の報告及び

一連のプロセスの結果の送付で構成される。文書管理システムは，受領文書及び送付文書の取扱いの統制，

作業プロセスの確立及びそれらの結果の送付という基本的な目的を果たす。したがって，業務プロセスの

信頼性及びプロセス自体は，文書管理システムの信頼性だけでなく，文書の信頼性に大きく依存する。 

事業活動の信頼性の維持に関連して，この規格では，次の運用を規定している。 

－ 受領文書の信頼性を維持する運用 

－ プロセス活動のインテグリティを維持する運用 

－ 送付された文書の真正性を確保する運用 

作業プロセスの信頼性は，組織の内部統制の有効性評価によって実証される。経営陣は，組織の事業活

動中に証拠を確保する責任をもち，文書の真正性及びインテグリティを確実にし，かつ，維持する。作業

の証拠として作成され，保持された文書は，監査され，有効性を評価される。文書を保存するための枠組

み及び統制は，JIS X 0902-1:2019 に規定されている。 

文書のインテグリティを維持するためのガイドラインは，ISO 14641:2018 が提示している。この規格は，

作成又は受領した電子文書を保存するための方法を説明している。 

電子文書管理システム（EDMS）は，組織内で内部的に処理される文書の信頼性を確保するために，ス

トレージを取り扱うための効果的な技術である。 

このメカニズムは，作業プロセスのインテグリティを実証するための有用な基盤である。 

しかしながら，事業運営においては，組織は様々な種類の文書を作成又は受領し，それらを他の組織に

送付する。文書の共有には，様々なリスクが発生する可能性がある。 

組織は，使用する権利をもたない文書を受領するリスクがある。また，文書が虚偽の情報を含むリスク，

情報が不適切な通信経路を介して受領されるリスク，又は情報が業務目的に対して不適切であるリスクも

ある。これらの状況はいずれも，作業プロセスの信頼性を低下させる。 


